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本件発電所

安全設計審査指針

設置許可基準規則

略語表

東海第二発電所

発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針

（平成 2年 8月 30日原子力安全委員会決定）

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則

（平成 25年原子力規制委員会規則第 5号）
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原告らは，平成 29年 4月 27日付原告ら準備書面 (46) において， 「被

告日本原電は，原告らが，外部電源喪失によるスクラム時にプロセスコンピュ

ータ等に電源が供給されず，原子炉水位（広帯城）の状態が監視できず，記録

されないことが安全性に欠ける設計であることについて何ら答えていない」

(3頁）， 「被告日本原電は再循環系流量の記録データをとる必要性を認めて

いたことは同表から明らかであり，再循環系流量の記録データを採ろうとし

たが採れなかった理由を，そもそも採る必要がなかったとする被告日本原電

の主張は，何らの合理的説明になっていない」 (6頁）とし，求釈明事項 (1)

ないし (7) から成る求釈明の申立てを行っている。

本書面では，上記各求釈明事項につき，原子炉水位（広帯域）及び再循環系

流量に係る回答を行う。

1 求釈明事項

(1) プロセスコンピュータ及びプロセスコンピュータデータに係る検出器

は「事故時において，事故の状態を知り対策を講じるのに必要なパラメー

タを適切な方法で十分な範囲にわたり監視し，必要なものについては記

録が可能な設計」（安全設計審査指針 47条 2項 1文）に含まれるか否か。

仮に含まれないとするのであればその理由を明らかにされたい。

(2) プロセスコンピュータ及びプロセスコンピュータデータに係る検出器

は「原子炉の停止状態及び炉心の冷却状態を 2種類以上のパラメータに

より監視又は推定できる設計」（安全設計審査指針 47条 2項 2文）に含

まれるのか否か。仮に含まれないとするのであればその理由を明らかに

されたい。

(3) プロセスコンピュータ及びプロセスコンピュータデータに係る検出器

は「重要度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び機器」 （安全設
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計審査指針 48条 1項）に含まれるか否か。仮に含まれないとするのであ

ればその理由を明らかにされたい。

(4) プロセスコンピュータ及びプロセスコンピュータデータに係る検出器

は「発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ込めの

機能の状況を監視するために必要なパラメータは，設計基準事故時にお

いても確実に記録され，及び当該記録が保存されるものとする計測制御

系統施設」 （設置許可基準規則 23条5号）に含まれるか否か。仮に含ま

れないとするのであればその理由を明らかにされたい。

(5) プロセスコンピュータ及びプロセスコンピュータデータに係る検出器

は，設置許可基準規則 2条 2項 9号， 33条 1項の「重要安全施設」に含

まれるか否か。仮に含まれないとするのであればその理由を明らかにさ

れたい。

(6)外部電源喪失による原子炉スクラム時に検出器停電をさせ，プロセスコ

ンピュータのデータを欠落させる設計に合理性があると判断しているの

か。もし合理性があると判断しているのであればその理由を明らかにさ

れたい。

(7) 再循環系流量にかかる検出器を外部電源喪失による原子炉スクラム時

に停電させ，記録計データを欠落させる設計に合理性があると判断して

いるのか。もし合理性があると判断しているのであればその理由を明ら

かにされたい。

2 回答

(1) 求釈明事項 (1)

被告日本原電は，プロセスコンピュータ並びにプロセスコンピュータに

つながる原子炉水位（広帯域）及び再循環系流量の検出器を安全設計審査
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指針 47第 2項 1文の設計要求事項を満たすための設備と位置付けてい

ない。

すなわち，被告日本原電は，安全設計審査指針47第 2項 1文（乙 Bイ

第 2号証 11頁）の「計測制御系は，事故時において，事故の状態を知り

対策を講じるのに必要なパラメータを適切な方法で十分な範囲にわたり

監視し得るとともに，必要なものについては，記録が可能な設計であるこ

と」につき，本件発電所がこの設計要求事項を満たすよう，原子炉水位（広

帯域）に関しては， 「事故の状態を知り対策を講じるのに必要なパラメー

タ」として，これを監視し得る指示計及び記録も可能である記録計を設置

している。

再循環系流量に関しては，外部電源が喪失した場合にはその時点で原子

炉冷却材再循環系を構成する再循環ポンプは停止する。停止後ほぼゼロと

なる再循環系流量は，「事故の状態を知り対策を講じるのに必要なパラメ

ータ」には該当しない。
鴫

プロセスコンピュータは運転員の負担軽減を図るために設置している

ものであって（甲 C第 12号証 2頁），プロセスコンピュータにつながる

原子炉水位（広帯域）及び再循環系流量の検出器を含め，上記設計要求事

項を満たすために設置しているものではない。

(2) 求釈明事項 (2)

被告日本原電は，プロセスコンピュータ並びにプロセスコンピュータに

つながる原子炉水位（広帯域）及び再循環系流量の検出器を安全設計審査

指針 47第 2項 2文の設計要求事項を満たすための設備と位置付けてい

なし‘。

すなわち，被告日本原電は，安全設計審査指針 47第 2項 2文（乙 Bイ

第 2号証 11頁）の「特に原子炉の停止状態及び炉心の冷却状態は， 2種
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類以上のパラメータにより監視又は推定できる設計であること」につき，

本件発電所がこの設計要求事項を満たすよう， 「炉心の冷却状態」に関し

ては，原子炉水位及び圧力の指示計及び記録計を設置している。

上記 (1)で述べたように，プロセスコンピュータにつながる再循環系

流量の検出器は安全設計審査指針 47第 2項 1文の設計要求事項を満た

すための設備と位置付けていない。また，同項 2文は，同項 1文の設計要

求事項のうち「特に原子炉の停止状態及び炉心の冷却状態」を対象とする

ものである。したがって，同項 1文と同様に 2文についても設計要求事項

を満たすための設備と位置付けていない。

上記 (1)で述べたように，プロセスコンピュータは運転員の負担軽減

を図るために設置しているものであって，プロセスコンピュータにつなが

る原子炉水位（広帯域）及び再循環系流量の検出器を含め，上記設計要求

事項を満たすために設置しているものではない。

(3) 求釈明事項 (3)

ア プロセスコンピュータ

被告日本原電は，安全設計審査指針 48第 1項の「重要度の特に高い

安全機能を有する構築物，系統及び機器が，その機能を達成するために

電源を必要とする場合においては，外部電源又は非常用所内電源のいず

れからも電力の供給を受けられる設計であること」につき，上記 (1)

で述べたようにプロセスコ‘／ヒ゜ュータ自体は運転員の負担軽減を図る

ために設置しているものであって，その機能を「重要度の特に高い安全

機能」に分類していない。このように，プロセスコンピュータを安全設

計審査指針 48第 1項の「重要度の特に高い安全機能を有する構築物，

系統及び機器」 （乙 Bイ第 2号証 11頁）として位置付けていない。

イ プロセスコンピュータにつながる原子炉水位（広帯域）の検出器
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被告日本原電は，本件発電所において，原子炉水位（広帯域）に係る

検出器を複数設置している。そのうちの一部の検出器は原子炉保護系母

線につながる安全保護系Wこ属する設備であり，原子炉水位が異常に低

下するといった事象が発生した場合に，水位の異常低下を検知し，格納

容器隔離系アナログトリップ系ロジックチャンネルに信号を発信する。

このことから，被告日本原電は，安全保護系に属する原子炉水位（広帯

域）の検出器を「重要度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び

機器」として位置付けている。

また，安全保護系に属する原子炉水位（広帯域）の検出器のうち一部

の検出器は，プロセスコンピュータにも原子炉水位（広帯域）の信号を

伝送している。

これらのことから，被告日本原電は，プロセスコンピュータにつなが

る原子炉水位（広帯域）の検出器につき，安全保護系に属する設備であ

ることをもって， 「重要度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及

び機器」として位置付けている。

なお，安全設計審査指針 48第 1項の「重要度の特に高い安全機能を

有する構築物，系統及び機器」として位置付けている，プロセスコンピ

ュータにつながる原子炉水位（広帯域）の検出器については，外部電源

喪失時に当該検出器への電源供給を遮断する設計としている。この設計

は，以下に述べるとおり，安全設計審査指針 48第 1項の求める「重要

度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び機器が，その機能を達

成するために電源を必要とする場合においては，外部電源又は非常用所

内電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計であること」に反す

るものではない。

i 安全保護系とは，原子炉施設の異常状態を検知し，必要な場合，原子炉停止系，工学的安全施設
等の作動を直接開始させるよう設計された設備をいう（乙 Bイ第 2号証 3頁）。
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被告日本原電は，本件発電所において，外部電源が喪失した場合，原

子炉保護系母線への電源供給を自動的に遮断し，原子炉保護系等の電源

を喪失させることによって原子炉保護系母線につながっている設備が

担っている機能を発揮させる設計としている。すなわち，平成 28年 6

月 2日付「平成 28年 4月 21日付原告ら準備書面 (33)の求釈明事

項について」 4頁の脚注 2で述べたとおり，原子炉保護系母線に接続さ

れている各設備は，いずれも，フェイル・セイフによって，電源供給が

遮断されると原子炉停止ないし放射性物質の閉じ込めの機能を発揮す

るように設計されている。したがって，外部電源が喪失した場合，原子

炉保護系母線への電源供給を自動的に遮断し，原子炉保護系等の電源を

喪失させることによって原子炉停止ないし放射性物質の閉じ込めの機

能が発揮されるので，外部電源喪失時は，「その機能を達成するために」，

プロセスコンピュータにつながる原子炉水位（広帯域）の検出器に電源

を供給する必要はない。

ウ プロセスコンピュータにつながる再循環系流量の検出器

本件発電所は，燃料被覆管の損傷を防止するため，原子炉出力と再循

環系流量との相関であらかじめ設定されている値を超えた場合に，原子

炉保護系アナログトリップ系ロジックチャンネルに信号が発信され，原

子炉が自動停止する設計となっている。被告日本原電は，本件発電所に

おいて再循環系流量に係る検出器を複数設置しているところ，そのうち

の一部の検出器が，燃料被覆管の損傷防止のために原子炉を自動停止さ

せる安全保護系としての役割を担い，原子炉保護系母線につながってい

る。こうした役割を担っている当該検出器を，被告日本原電は， 「重要

度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び機器」として位置付け

ている。
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また，原子炉保護系母線につながっている再循環系流量の検出器の一

部は，プロセスコンピュータにも再循環系流量の信号を伝送している。

これらのことから，被告日本原電は，プロセスコンピュータにつなが

る再循環系流量の検出器につき，安全保護系に属する設備であることを

もって， 「重要度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び機器」

として位置付けている。

なお，安全設計審査指針 48第 1項の「重要度の特に高い安全機能を

有ずる構築物，系統及び機器」として位置付けている，プロセスコンピ

ュータにつながる再循環系流量の検出器については，外部電源喪失時に

当該検出器への電源供給を遮断する設計としている。この設計は，以下

に述べるとおり，安全設計審査指針 48第 1項の求める「重要度の特に

高い安全機能を有する構築物，系統及び機器が，その機能を達成するた

めに電源を必要とする場合においては，外部電源又は非常用所内電源の

いずれからも電力の供給を受けられる設計であること」に反するもので

はない。

上記イで述べたとおり，被告日本原電は，本件発電所において，外部

電源が喪失した場合，原子炉保護系母線への電源供給を自動的に遮断し，

原子炉保護系等の電源を喪失させることによって原子炉保護系母線に

つながっている設備が担っている機能を発揮させる設計としている。す

なわち，原子炉保護系母線に接続されている各設備は，いずれも，フェ

イル・セイフによって，電源供給が遮断されると原子炉停止ないし放射

性物質の閉じ込めの機能を発揮するように設計されている。したがって，

外部電源が喪失した場合，原子炉保護系母線への電源供給を自動的に遮

断し，原子炉保護系等の電源を喪失させることによって原子炉停止ない

し放射性物質の閉じ込めの機能が発揮されるので，外部電源喪失時は，
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「その機能を達成するために」，プロセスコンピュータにつながる再循

環系流量の検出器に電源を供給する必要はない。

(4) 求釈明事項 (4)

被告日本原電は，設置許可基準規則 23条 5号の「発電用原子炉の停止

及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ込めの機能の状況を監視するた

めに必要なパラメータは，設計基準事故時においても確実に記録され，及

び当該記録が保存されるものとすること」につき，プロセスコンピュータ

及びプロセスコンピュータにつながる原子炉水位（広帯域）及び再循環系

流量の検出器を設置許可基準規則 23条 5号の設計要求事項を満たすた

めの設備と位置付けていない。

すなわち，被告日本原電準備書面 (7)6頁ないし 7頁で述べたとおり，

被告日本原電は，本件発電所に係る平成 26年 5月 20日付原子炉設置変

更許可申請に際して，本件発電所が設置許可基準規則 23条 5号の設計要

求事項を満たすよう，その設計方針を立てているところ（丙H第 1号証 8

-1-85........,8-1-86頁），原子炉水位（広帯域）に関しては， 「原

子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ込めの機能の状況を

監視するために必要なパラメータ」のうち炉心の冷却に関わるものとして，

これを設計基準事故時においても確実に記録及び保存できるよう記録計

を設置している。

外部電源が喪失した場合にほぼゼロとなる再循環系流量は「原子炉の停

止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ込めの機能の状況を監視する

ために必要なパラメータ」に当たらない。

上記 (1)で述べたように，プロセスコンピュータは運転員の負担軽減

を図るために設置しているものであって，原子炉水位（広帯域）及び再循

環系流量の検出器を含め，上記設計要求事項を満たすために設置している
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ものではない。

(5) 求釈明事項 (5)

設置許可基準規則 33条 1項における「重要安全施設」の位置付けにつ

いては，上記 (3)のアないしウで述べた安全設計審査指針 48第 1項の

「重要度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び機器」の位置付け

として述べたことと同様に，プロセスコンピュータを「重要安全施設」と

して位置付けておらず，プロセスコンピュータにつながる原子炉水位（広

帯域）及び再循環系流量の検出器を，安全保護系に属する設備であること

をもって， 「重要安全施設」として位置付けている。

なお，被告日本原電は，本件発電所に係る平成 26年 5月 20日付原子

炉設置変更許可申請に際して，重大事故等が発生し，計測機器（非常用の

ものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが困難になった場合においても，当

該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設ける（丙

H第 1号証 8-1-174頁）との設計方針を立てている。重大事故等の

対応に必要となるパラメータを記録できる設備として， SPDS但afety

E_arameter Qi splay§_ystem : 安全パラメータ表示システム）の設置を検討

している。

(6) 求釈明事項 (6)

被告日本原電は，本件発電所において，外部電源喪失の場合，確実に原

子炉が自動停止するよう，原子炉保護系母線 (A系 ・B系）の両系統の電

源供給をいずれも自動的に遮断し，原子炉緊急停止系の電源を喪失させ

る設計としている。その際，原子炉水位（広帯域）に関して，その指示計

に係る検出器，原子炉水位（広帯域）の記録言十及びその記録計に係る検出

器については非常用ディーゼル発電機からの電源供給に切り替わり，監
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視・記録の機能を確保する設計としており，これら設計は合理的なもので

ある。

一方，原子炉保護系母線に接続されているプロセスコンピュータにつ

ながる原子炉水位（広帯域）の検出器については，外部電源喪失により電

源供給が遮断されるが，非常用母線に接続されている指示計及び記録計

により原子炉水位（広帯域）を監視・記録することができることに加えて，

原子炉保護系母線が遮断された後に予め定められた手順に従い原子炉保

護系母線を復旧操作できることに照らして，原子炉水位（広帯域）の検出

器に係る電源構成をもって設計の合理性が否定されることはない。

次に，再循環系流量に関しては，既に述べたとおり，外部電源が喪失し

た場合にはその時点で原子炉冷却材再循環系を構成する再循環ポンプは

停止する。停止後ほぼゼロとなる再循環系流量を監視・記録する必要はな

く，設計の合理性が否定されることはない。

なお，上記 (5)で述べたとおり，被告日本原電は， SPDSの設置を

検討している。

(7) 求釈明事項 (7)

外部電源が喪失した場合にほぼゼロとなる再循環系流量を監視・記録す

る必要はなく，設計の合理性が否定されることはないことは上記 (6)で

述べたとおりである。

以、上
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